
最後のモジュール６では、ジェンダー視点に立ったモニタリング・評価について見て
いく事とします。
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モニタリングの目的については、既に良くご存知のことと思います。

プロジェクトのPDMや活動計画に則って、その実施状況や進捗状況を定期的に確

認するのがモニタリングです。その時に、もし、進捗に問題があると思われる場合は、
問題点を把握し、PDMに沿って活動が実施されるよう、何らかの措置を講ずること
になります。
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一方、評価は、日々行うモニタリングと異なり、プロジェクト活動全体をPDMに則って、
その実施状況、及び成果を確認するものです。JICAの中間レビューや終了時評価で
は、実績や成果のみならず、5項目の視点からもプロジェクトの内容・実績が評価さ
れるのはご存知のことと思います。

評価の結果は、評価対象のプロジェクトのみならず、他の類似プロジェクトにも教訓
として活かされることになります。
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モニタリングと評価の一般的な定義について見てきましたが、ここで、再度、HPIPに
戻ります。

HPIPは、対象農家の園芸作物生産の収量向上のための活動の計画、実践、そして

その結果としての収量向上（便益享受）という流れに基づいて実施されています。カ
ウンターパート機関は、その過程で、農家に対し、研修とモニタリングを実施すると
いう役割を担っています。
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この一連の流れの中にもジェンダー視点を取り入れていく必要があります。
どのように取り入れていくことが出来るでしょうか？



プロジェクトのモニタリング・評価をジェンダー視点に立って行うには、まず、通常の
モニタリング・評価の枠組みの中に、既にジェンダーの視点が取り込まれているよう
にして下さい。

既に、見てきたように、モニタリングも評価もプロジェクトのPDMや活動計画に沿って
行われます。モジュール５で検討したように、PDMの中にきちんとジェンダー視点が

反映されていれば、「ジェンダーの観点」からのモニタリング・評価を別建てで行う必
要は全くありません。

また、指標や成果も、男女の差異が測れるものとなっているはずですので、性別
データもモニタリングや評価の過程で収集されているはずです。
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169

つまり、活動、実践、評価のそれぞれで、男女農家双方を見ていく事で、ジェンダー
視点に立ったモニタリングと評価が実施できることとなります。
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また、カウンターパート機関の職員の能力を見る時も、男女農家双方を対象として
活動しているかどうかを見ることで、職員の能力向上の有無を図ることが出来ます。



上述のように、ジェンダー視点が既に取り込まれたPDMや活動計画に則って、モニ

タリングや評価を実施すれば、わざわざ、ジェンダー主流化の成果を測るために、
別建てのモニタリングや評価を実施する必要はありません。

但し、その一方で、ジェンダー分析調査で特定された課題がプロジェクトの介入に
よってどのように変化したかを見るために、モニタリングや評価を行うことはあります。
もちろん、これらの課題が全く解決されていなければ、プロジェクト活動の進捗に影
響が出ているはずですので、活動が順調に進捗しているようであれば、これらの課
題が、解決していなくてもある程度は緩和していると想像できます。しかし、より詳し
く、どのような変化が起きているのか、また起きたのかを見るためには、別途、これ
らの課題の変化に対するモニタリング及び評価を行う必要があると言えます。せっ
かく、ジェンダー分析調査を実施し、ジェンダー課題を抽出し、それに基づいて活動
を行ったのですから、その課題が緩和されたかどうかも、是非確認し、ジェンダー主
流化の意義を感じてください。
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それでは、これまでに説明してきたことを確認するための演習問題に、ここで取り組
んでみてください。
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これまでの説明を参考に、上記の表を埋めてみてください。
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前述のように、ジェンダーが主流化されたプロジェクトでは、PDMの中にジェンダー

の視点が既に取り入れられているはずです。従って、特別にジェンダーの視点から
モニタリングや評価を行う必要はないはずです。（但し、ジェンダー課題緩和を対象
とした活動については、ご説明したように別途実施する必要があるかもしれませ
ん。）

そこで、モジュール５の内容とも深く関連しますが、プロジェクトの立ち上げ時にPDM
を修正する際は、以下の点が反映されていることを確認してください。

-アウトプットや指標にジェンダーの視点が取り入れられているか
-性別データが収集されるようになっているか

これらの点は、ジェンダーが主流化されたプロジェクトであるならば、当然の視点で
すので、ご留意ください。
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また、男女別で収集されたデータが、男女別に加工、分析されるように注意してくだ
さい。



なお、ジェンダー課題緩和にかかる活動について、モニタリングや評価を計画される
ときは、上述の点に留意する必要があります。

特に、収集するデータについては、出来るだけ、通常のプロジェクトの枠組み中で収
集されるデータが活用できるようにすることは重要です。同じようなデータであるなら
ば、別途収集する必要はないはずです。データ収集・加工は時間も手間もお金もか
かる作業ですので、出来るだけ手間を省く方法を検討してみてください。特に、プロ
ジェクトの開始時は、様々なデータを収集したいと思われると思いますが、収集した
データはどうやって加工し、分析するのかを念頭に、収集するデータを特定してくだ
さい。また、収集データが多いという事は、それだけカウンターパート機関職員や農
家に時間を割いてもらっていることを意味します。加工できない、分析できないデー
タの収集のために、これらの人たちに余分な手間をかけさせることのないようにする
ことが肝心です。

なお、別添資料に、能力強化研修参加者による本課題に係るグループワーク結果
がありますので、そちらもご参照ください。
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最後になりますが、プロジェクトの活動は、地域社会、受益農家世帯に受け入れら
れて初めて、十分な成果が発現します。

対象地域の人たちがどのように暮らし、どのように互いにかかわりあっているのか
に配慮することで、プロジェクトの活動の成果はより大きく、実り多いものとなるはず
です。
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プロジェクトのジェンダー主流化は女性の便益だけを念頭に置いたものでは決して
ありません。

参加農家皆が参加し、皆が便益を享受できるよう、是非、工夫してみてください。
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